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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と無線端末とが通信する無線通信方法であって、
　複数のビームエリアを有する第１及び第２の基地局が、ビームエリア毎に、基地局及び
ビームエリアを識別する識別情報を含むパイロット信号を、ビームパターンで送信するス
テップと、
　無線端末が、第１及び第２の基地局からビームエリア毎のパイロット信号を受信し、そ
れぞれの受信電力を求めるステップと、
　無線端末が、第１の基地局のビームエリアのひとつを希望波ビームエリアとするステッ
プと、
　無線端末が、第２の基地局からのパイロット信号の受信電力が最も大きいビームエリア
、又は、予め定められた第２の閾値以上のビームエリアである第１の干渉ビームエリアの
該受信電力と、希望波ビームエリアのパイロット信号の受信電力とに基づき、第１のデー
タレートを決定するステップと、
　無線端末が、第２の基地局からのパイロット信号の受信電力が、第１の干渉ビームエリ
アのパイロット信号の受信電力よりも小さいビームエリアのひとつである第２の干渉ビー
ムエリアの該受信電力と、前記希望波ビームエリアのパイロット信号の受信電力とに基づ
き、第２のデータレートを決定するステップと、
　無線端末が、決定された第１及び第２のデータレートと、第１の干渉ビームエリアの識
別情報とを、第１の基地局に送信するステップと、



(2) JP 4673778 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

　第１の基地局が、無線端末にスロットを割り当てるステップと、
　第１の基地局が、第２の基地局が各スロットで用いるビームパターンの識別情報を含む
ビームスケジュール情報を参照し、前記割り当てるステップで割り当てられたスロットに
おいて第２の基地局が用いるビームエリアの識別情報と、無線端末から受信された第１の
干渉ビームエリアの識別情報とが一致する場合、無線端末から受信された第１のデータレ
ートを選択し、及び、一致しない場合無線端末から受信された第２のデータレートを選択
するステップと、
　第１の基地局が、選択された第１のデータレート又は第２のデータレートに従い、デー
タを変調し、無線端末に送信するステップと、
　無線端末が、第１の基地局から受信されたデータを第１及び／又は第２のデータレート
を用いて復号するステップと
を含む前記無線通信方法。
【請求項２】
　前記第１のデータレートを決定するステップ、及び、前記第２のデータレートを決定す
るステップは、
　無線端末が、前記希望波ビームエリアのパイロット信号の受信電力と、前記第１又は第
２の干渉ビームエリアの受信電力とに基づき、希望信号対干渉信号電力比を求めるステッ
プと、
　無線端末が、求められた希望信号対干渉信号電力比に応じた第１又は第２のデータレー
トを決定するステップと
を含む請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項３】
　前記無線端末に送信するステップは、データが正常に復号されたか確認するためのフラ
グを変調して送信することを含み、
　前記復号するステップは、
　第１の基地局から受信されたデータ及びフラグを、第１のデータレートと第２のデータ
レートの双方で復号するステップと、
　第１及び第２のデータレートで復号された各フラグを参照し、該フラグが検出された一
方のデータを出力するステップと
を含む請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項４】
　前記第２の干渉ビームエリアは、第２の基地局からのパイロット信号について、パイロ
ット信号の受信電力が、第１の干渉ビームエリアのパイロット信号の受信電力の次に大き
いビームエリアである請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項５】
　前記第２の干渉ビームエリアは、第２の基地局からのパイロット信号について、パイロ
ット信号の受信電力が、予め定められた第３の閾値以上の中で最小のビームエリアである
請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項６】
　前記第２の干渉ビームエリアは、第２の基地局のビームエリアであって、かつ、第１の
干渉ビームエリアから所定角度以内の複数のビームエリアの中で、パイロット信号の受信
電力が最小のビームエリアである請求項１に記載の無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信方法に係り、特に、セルラ通信を行う無線方式において、複数のア
ンテナを具備するアレイアンテナ型の無線装置を用いて、時分割にビームを形成しパケッ
ト送信を行う無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　セルラーシステム基地局において使用するアンテナは、セクタを構成するための指向性
アンテナであり、セクタを更に細分化するアレイアンテナは付加されていないものもある
。各基地局は同一の周波数チャネルを使用していて、互いの通信が干渉を引き起こしてい
る。基地局はパイロット信号を、例えば無指向性のパターンで送信し、無線端末ではこれ
らの信号を受信して、それぞれの信号レベルを測定する。無線端末では測定された信号レ
ベルからＣ／Ｉ（搬送波電力対干渉波電力比）が計算できる。無線端末は、計算されたＣ
／Ｉから下り回線の送信データレートを計算する。計算された送信データレートは、無線
を介して最寄りの基地局に送信される。この情報を基に基地局では複数用意された変調器
のうち、無線端末によって選択されたデータレートを指定して、ネットワークから送られ
てくるユーザ情報を変調する。変調された信号は、無線信号として、パイロット信号と同
様の放射パターン（例えば無指向性のパターン）を使用して基地局のアンテナから送信さ
れる。
【０００３】
　セルラーシステムの例として、ｃｄｍａ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ（１ｘ　ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ－ｄａｔａ　ｏｎｌｙ）のシステムを取り上げる。本システムの詳細な仕様は、
例えば、非特許文献１で得られる。本システムにおいて、基地局から送信するパイロット
チャネルとデータチャネルは、時分割により多重される。無線端末ではこの時分割多重さ
れたパイロット信号のＣ／Ｉより下り回線の送信データレートを逐次計算し、基地局に対
してそのデータレート値を逐次要求する。一方、アレイアンテナによる放射パターン形成
、及び、それを用いたシステムでの下り回線データレート決定方法については非特許文献
１及び他の文献においても仕様化はなされていない。
【０００４】
　ｃｄｍａ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯシステムにおいて、アレイアンテナを用いた基地局
システムでの下り回線データレートを決定する方式が開示されている（例えば、特許文献
１参照）。開示された方式では、例えば、アレイアンテナを用いて狭ビームパターンでセ
クタを分割し、かつその複数のビームパターンによって送信されたパイロット信号から干
渉電力を測定してＣ／Ｉを推定し、下りデータレートを求める。なお、特許文献２の出願
は、特許文献１の分割出願であり、同様の技術が開示されている。
【０００５】
　また、固定無線においてＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉ
ｏ）情報を基地局間で共有することで干渉を回避する方式が開示されている（例えば、特
許文献３参照）。開示された方式では、例えば、通信開始時、もしくは周期的な動作によ
って、各通信機（基地局及び端末）の受信側で干渉を推定する。あるいは、信号対総干渉
信号比を推定する。それら相互干渉を示すデータを有するデータベースを設置し、各通信
機はそのデータベースに干渉情報を格納する。基地局からそのデータベースにアクセスす
ることによって該当時間スロットにおける干渉を判断し、干渉が充分に低いスロットを選
択し通信を行う。もし全てのスロットにおいて強い干渉が推定される場合、スロットを割
り当てない。
【０００６】
　また、他の方法が特許文献４に開示されている。開示された方式では、複数の基地局が
、アレイアンテナを用いて狭ビームパターン化したパイロット信号を送出する。無線端末
は、複数の基地局それぞれから送出されたパイロット信号を受信し、それらの伝搬路を推
定し、伝搬路情報として基地局に送信する。基地局は、無線端末より受信した伝搬路情報
と、周辺基地局と共有するスケジューリング情報を用いて下り回線信号品質を推定し、無
線端末への下り回線送信レートを決定する。そして、その下り回線送信レートを用いて、
該無線端末の方向へ向けた狭ビームパターンでデータパケットを送出する。
【特許文献１】特開２００３－３３８８０３号公報
【特許文献２】特開２００５－１４３１４８号公報
【特許文献３】特開平１０－１５５１８１号公報
【特許文献４】特開２００３－３０４５７７号公報
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【非特許文献１】Ｔｈｅ Ｔｈｉｒｄ ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐ
ｒｏｊｅｃｔ ２ （３ＧＰＰ２） Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ、［ｏｎｌｉｎｅ］、
Ｃ．Ｓ００２４－ｖ４．０ｃｄｍａ２０００ Ｈｉｇｈ Ｒａｔｅ Ｐａｃｋｅｔ Ｄａｔａ
Ａｉｒ ＩｎｔｅｒｆａｃｅＳｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ、［平成１８年２月１３日検索
］、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ２．ｏｒｇ／Ｐｕｂｌｉ
ｃ＿ｈｔｍｌ／ｓｐｅｃｓ／ｔｓｇｃ．ｃｆｍ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ｃｄｍａ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯにおいては、パイロット信号及びユーザデータ信号
が同じ固定のアンテナパターンによって送信されていたため、無線端末側において、その
パイロット信号からユーザデータ送信時の伝搬路を推定し、推定した伝搬路に適切な下り
データレートを１つ選択して、その値を基地局側に要求することで適切な下りデータレー
トでの通信をすることができた。しかし、アレイアンテナを有する基地局においては、ユ
ーザデータ信号は、その無線端末の方向へ向けた個別のアンテナパターンによって送信さ
れる為、セル境界に位置する無線端末にとって見ると、スロット毎に隣接セルの干渉が発
生したりしなかったりすることとなる。それゆえ、ユーザデータの信号品質は干渉有無に
よって大きく異なることとなるが、無線端末より要求する下りデータレートは共通のパイ
ロット信号から推定した１つの値であり、干渉有無によらない値である為に、隣接セルか
らの干渉が発生した場合にはそのスロットの信号を受信できない可能性が出てくる。
【０００８】
　例えば、基地局は、パイロット信号を無線端末にオムニパターン（無指向性のパターン
）として常時送信し伝搬路を推定する。一方、基地局は、ユーザデータ信号をアレイアン
テナにより無線端末の方向に、例えば、セクタパターンやビームパターンなどの指向性で
スロット毎に切り替えて送信する。この為、隣接セルからの干渉量がパイロット信号を送
信した場合とユーザデータ信号を送信した場合では違う場合がある。従来技術では、干渉
が発生しているスロットについて、パイロット信号の受信品質に基づいてデータ信号を受
信する際の受信品質を正確に予測することは困難である。そのため、干渉が発生している
スロットにおいてパケットロスが発生し、従ってスループットが低下することがある。
【０００９】
　このように、アレイアンテナにより時分割にビームを切り替える可変レートの通信シス
テムにおいて、セル境界では隣接セルの干渉発生有無でスロット毎に受信品質が大きく変
動するが、端末から要求する下り通信レートは干渉有無によらない単一の値であるため、
スロット毎の受信品質変動に対応するレートで通信が出来ないことがある。そのため、適
切なスループットが得られない。
【００１０】
　特許文献１で開示されている第１の実施の形態の方式においては、隣接基地局間が連携
し、該無線端末において隣接セルの干渉が少なくなるように時空間パケットスケジューリ
ングを行っている。無線端末はそれを前提として、接続する基地局の最も大きいパイロッ
ト信号レベルと、干渉する基地局の最も小さいパイロット信号レベルに基づいて、すなわ
ち隣接セルからの干渉が最も少ない場合のＣ／Ｉを推定し、その値を基に下りデータレー
トを選択する方法を取っている。しかし、この方式では、無線端末の分布によっては次の
課題が発生する。
【００１１】
　まず、隣接セルの基地局配下の無線端末全て（又は複数の無線端末、例えば端末Ａとす
る）が、所望基地局に接続する無線端末Ｂ方向に分布する場合においては、隣接セルの基
地局が放射するユーザデータ信号は全スロット（又は多くのスロット）において該無線端
末Ｂ方向にビームパターンが向くこととなる。それゆえ、該所望基地局は該無線端末Ｂが
常に干渉が大きいと判断するため、スロットを割り当てない。従って該無線端末Ｂが全く
通信できなくなり、スループットが低下する場合がある。
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【００１２】
　さらに、所望基地局配下の複数の無線端末全て（例えば端末Ｃとする）が、隣接セルの
基地局配下のある一台の無線端末Ｄの方向に分布する場合においては、その隣接セルの基
地局が該無線端末Ｄへ指向性を向けてユーザデータを送出するスロットにおいては、所望
基地局配下の複数の無線端末Ｃ全てにとって干渉が大きいと判断するため、全ての無線端
末Ｃに該スロットを割り当てず、無駄な空きスロットが発生する。従ってセルスループッ
トが低下する。なお、以上の課題２点は、特許文献３で開示されている方式を移動通信に
適用する場合においても同様の課題となる。
【００１３】
　また、特許文献１で開示されている第２の実施の形態の方式は、第１の実施の形態の基
地局間連携を行わない方式であり、無線端末側でのＣ／Ｉの推定方法を変えた方式である
。隣接セルから受ける干渉が大きい場合と小さい場合の干渉電力を平均した値でＣ／Ｉを
推定し、下り回線送信レートを選択している。このため、該無線端末に割り当てられたス
ロットにおいて、干渉が小さい場合においては、受信品質が良好なのにもかかわらず低い
レートを送信する可能性があり、一方、干渉が大きい場合においては、受信品質が劣化す
るためにパケットロスが発生する可能性がある。従って該無線端末のスループットが低下
する。
【００１４】
　特許文献４で開示されている方式においては、基地局間でどの方向にビームを向けるか
のビームスケジューリング情報を共有する。無線端末側では、隣接セルが放射する各ビー
ムパターンからの干渉量を推定し、その干渉量を基地局に全て報告する。基地局のスケジ
ューラは、それらの情報を基に干渉の有無とその場合における下り回線受信品質を推定し
、基地局側において、下り回線送信レートを決定することで、干渉有無に即したデータレ
ートを選択する。しかしながら、次の課題がある。
【００１５】
　まず、無線端末側より報告する隣接セルの干渉量は、下りデータを送出するスロットに
おいてどのビームが干渉となるか分からないために、全ての干渉情報を報告する。それゆ
え上りフィードバック情報量が多く、上りデータ回線容量を低くしてしまう可能性がある
。さらに、下りデータレートを基地局側において選択するために、無線端末側はあらゆる
送信レートの復調が可能となるように、複数の復調回路を持つ必要があり、回路規模が大
きくなる場合がある。
【００１６】
　本発明は、以上の点に鑑み、基地局間連携方式適用下において、干渉の回避の結果スル
ープットの低下を防ぎ、干渉発生スロットにおいても適切な下り送信レートでの通信を可
能とすることを目的とする。また、基地局間連携方式適用下において、上りフィードバッ
ク情報量を少なくし、なおかつ無線端末の復調回路規模が小さく収まるような無線通信方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明が提供する無線通信システムの一つの構成は、例えば、１つ以上の無線端末と基
地局装置を備え、
　上記基地局装置は、ビームエリア毎に指向性パターンを用いて個別パイロット信号を多
重して送信するステップ１と、
　無線端末において、所望する基地局の各々のビームエリア毎の個別パイロット信号を受
信し、最も高い受信電力のビームエリアを希望波ビームエリアとし、所望ビームエリアと
して基地局に要求するステップ２と、
　同じく無線端末において、同一基地局の隣接セクタの各々のビームエリア毎の個別パイ
ロット信号、及び隣接セルの基地局の各々のビームエリア毎の個別パイロット信号を受信
し、最も高い受信電力のビームエリアを干渉成分とした場合における、前記希望波ビーム
エリアの個別パイロット信号をＳとおき、前記干渉成分をＩとおいたときのＳ／Ｉ（希望
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信号対干渉信号電力比）を基に第１の下りデータレート（ＤＲＣ１）を選択するステップ
３と、
　同じく無線端末において、同一基地局の隣接セクタの各々のビームエリア毎の個別パイ
ロット信号、及び隣接セルの基地局の各々のビームエリア毎の個別パイロット信号を受信
し、最も低い受信電力のビームエリアを干渉成分とした場合における、前記希望波ビーム
エリアの個別パイロット信号をＳとおき、前記干渉成分をＩとおいたときのＳ／Ｉ（希望
信号対干渉信号電力比）を基に第２の下りデータレート（ＤＲＣ２）を選択するステップ
４と、
　前記選択した二つの下りデータレート（ＤＲＣ１、ＤＲＣ２）を、要求レートとして基
地局に要求するステップ５と、
　基地局は、他セクタのスケジューラ及び隣接セルの基地局のスケジューラとで互いの送
信をどのビームパターンで送信するかというビームスケジューリング情報を共有すること
で、前記複数の各無線端末における干渉が発生しないようにビームスケジュールを調整す
るステップ６と、
　前記調整にもかかわらず、特異な無線端末の配置により干渉の発生しないビームスケジ
ュールが無い場合において、該干渉の発生する可能性のある無線端末のスループット低減
を回避するため、干渉の発生する無線端末へユーザデータをスケジューリングするステッ
プ７と、
　前記基地局において、干渉が発生するようなスケジューリングをした場合においては、
干渉が発生することを前提として無線端末より要求された第１の下りデータレート要求値
（ＤＲＣ１）を選択し、干渉が発生しないようなスケジューリングをした場合においては
、干渉が発生しないことを前提として無線端末より要求された第２の下りデータレート要
求値（ＤＲＣ２）を選択するステップ８と、
　前記選択したＤＲＣ値に従い基地局より下りデータを変調し送信するステップ９と、
　該無線端末において、要求した２値の下りデータレート値（ＤＲＣ１、ＤＲＣ２）がど
ちらの場合においても復調可能なように、２個の復調回路により復調を行うステップ１０
を含むことを特徴の一つとする。
【００１８】
　本発明の解決手段によると、
　基地局と無線端末とが通信する無線通信方法であって、
　複数のビームエリアを有する第１及び第２の基地局が、ビームエリア毎に、基地局及び
ビームエリアを識別する識別情報を含むパイロット信号を、ビームパターンで送信するス
テップと、
　無線端末が、第１及び第２の基地局からビームエリア毎のパイロット信号を受信し、そ
れぞれの受信電力を求めるステップと、
　無線端末が、第１の基地局のビームエリアのひとつを希望波ビームエリアとするステッ
プと、
　無線端末が、第２の基地局からのパイロット信号の受信電力が最も大きいビームエリア
、又は、予め定められた第２の閾値以上のビームエリアである第１の干渉ビームエリアの
該受信電力と、希望波ビームエリアのパイロット信号の受信電力とに基づき、第１のデー
タレートを決定するステップと、
　無線端末が、第２の基地局からのパイロット信号の受信電力が、第１の干渉ビームエリ
アのパイロット信号の受信電力よりも小さいビームエリアのひとつである第２の干渉ビー
ムエリアの該受信電力と、前記希望波ビームエリアのパイロット信号の受信電力とに基づ
き、第２のデータレートを決定するステップと、
　無線端末が、決定された第１及び第２のデータレートと、第１の干渉ビームエリアの識
別情報とを、第１の基地局に送信するステップと、
　第１の基地局が、無線端末にスロットを割り当てるステップと、
　第１の基地局が、第２の基地局が各スロットで用いるビームパターンの識別情報を含む
ビームスケジュール情報を参照し、前記割り当てるステップで割り当てられたスロットに
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おいて第２の基地局が用いるビームエリアの識別情報と、無線端末から受信された第１の
干渉ビームエリアの識別情報とが一致する場合、無線端末から受信された第１のデータレ
ートを選択し、及び、一致しない場合無線端末から受信された第２のデータレートを選択
するステップと、
　第１の基地局が、選択された第１のデータレート又は第２のデータレートに従い、デー
タを変調し、無線端末に送信するステップと、
　無線端末が、第１の基地局から受信されたデータを第１及び／又は第２のデータレート
を用いて復号するステップと
を含む前記無線通信方法が提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、基地局間連携方式適用下において、干渉の回避の結果スループットが
低下することを無くし、干渉発生スロットにおいても適切な下り送信レートでの通信を可
能とすることができる。また、基地局間連携方式適用下において、上りフィードバック情
報量を少なくし、なおかつ無線端末の復調回路規模が小さく収まるような無線通信方法、
及び無線通信システムを提供することができる。
　本発明により、スロット毎の干渉状況変動が発生しても、適切なデータレートを用いて
通信を行うことができる。よってこれを原因としたスループットの低下を防ぐことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、本実施の形態を説明するが、これに限定されるものではない。
　図１は、本実施の形態における無線通信システムの構成図である。
　無線通信システムは、例えば、２台の基地局（２０１－１、２０１－２）と、複数の無
線端末（２１１－１、２１１－２、２１１－３）を備える。なお、図示の例では基地局を
２台、無線端末を３台としているが、それぞれそれ以上（又は以下）の複数備えても構わ
ない。基地局が３台以上の場合は、例えば各複数の基地局同士が２台ずつ対となって構成
すると考えればよい。
【００２１】
　図１において、例えば無線端末２１１－１、２１１－２は、第１の基地局２０１－１（
以下、ＡＰ１と記す）に接続するものとし、無線端末２１１－３は第２の基地局２０１－
２（以下、ＡＰ２と記す）に接続するものとする。これらは、例えば、各無線端末２１１
が基地局２０１から受信したパイロット信号の受信電力が最も大きい（又は予め定められ
た第１の閾値以上の）基地局と接続することができる。
【００２２】
　それぞれの基地局２０１は、複数のビームエリア（２２１、２２２、・・・２３１、２
３２、・・・等）を形成し、無線端末２１１に対して時分割にユーザデータを送信すると
きは、それぞれ無線端末２１１のいる方向に適したビームエリアの放射ビームパターンで
ユーザデータを送信する。なお、各基地局２０１は、複数のセクタを有し、各セクタが複
数のビームエリアを有してもよい。
【００２３】
　それぞれの基地局ＡＰ１（２０１－１）、ＡＰ２（２０１－２）は、該ユーザデータを
スケジューリングするときのビームスケジュール情報、すなわち、どのスロットにおいて
どの放射ビームパターンを使用するかを記した情報（識別情報）を、ネットワーク回線（
２４１）を介して共有する。なお、ビームスケジュール情報を格納するデータベースは、
それぞれの基地局２０１内にあってもよいし、ネットワーク上に共有データベースを配置
し、そのデータベースで管理してもよい。本実施の形態においてはデータベース管理方法
は適宜の方法を用いることができるため、ここではより詳細な説明を省略する。
【００２４】
　ＡＰ１（２０１－１）は、例えば、ビームエリア２２１、２２２、２２３、２２４を形
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成し、ＡＰ２（２０１－２）は、例えば、ビームエリア２３１、２３２、２３３、２３４
を形成する。なお、ビームエリアは図示の方向以外にも、例えば、基地局の周囲の全方向
をカバーするように形成をすることができる。
【００２５】
　また、無線端末２１１－１は、例えば、ＡＰ１（２０１－１）のビームエリア３（２２
３）の範囲に位置し、ＡＰ２（２０１－２）のビーム３（２３３）等の干渉を受ける。無
線端末２１１－２は、例えば、ＡＰ１（２０１－１）のビームエリア２（２２２）の範囲
に位置し、ＡＰ２（２０１－２）のビーム２（２３２）等の干渉を受ける。無線端末２１
１－３は、例えば、ＡＰ２（２０１－２）のビームエリア３（２３３）の範囲に位置し、
ＡＰ１（２０１－１）のビーム３（２２３）等の干渉を受ける。
【００２６】
　図２は、本実施の形態のシーケンス図である。
　図は、上から下に向かって時間の経過を示す。図及び以下の説明においては、ＡＰ１（
２０１－１）、ＡＰ２（２０１－２）、無線端末２１１－１（以下、ＡＴ１と記す）につ
いて注目して説明する。しかし、本実施の形態の効果は基地局の数には依存しない。また
、無線端末２１１－２、２１１－３においても、接続する基地局あるいはビームエリアが
ＡＴ１と異なるだけであり、シーケンスは同じである。
【００２７】
　各基地局（ＡＰ１、ＡＰ２）はそれぞれ、ビームエリア毎にユニークな個別パイロット
信号を送信する（処理１０１、処理１０２）。例えば、個別のパイロット信号は、基地局
及びビームエリアを識別するための識別情報（例えば、Wａｌｓｈ直交符号）を含む。
【００２８】
　ＡＴ１（２１１－１）は、エリアを選択し、通信レートを求める（処理１０３）。例え
ば、ＡＴ１（２１１－１）は、自己の接続するＡＰ１（２０１－１）より送出される各個
別パイロット信号の受信レベルを測定し、その中から最も受信レベルの高いものを自己の
ビームエリア（希望波ビームエリア）と認識する。図１のＡＴ１（２１１－１）の場合に
おいてはビームエリア３（２２３）が該当する。次に、ＡＰ１（２０１－１）と隣接する
ＡＰ２（２０１－２）より送出される各個別パイロット信号の受信レベルを測定する。こ
こで、隣接するＡＰ２からのビームの最も受信レベルの高いものを第１の干渉ビームとす
る。図１のＡＴ１（２１１－１）の場合においては、隣接基地局ＡＰ２（２０１－２）の
ビームエリア３（２３３）が該当する。なお、ＡＴ１（２１１－１）は、自己の接続する
基地局（２０１－１）を意識せずに、受信された各パイロット信号の受信電力が最も大き
いものを希望波ビームエリアとしてもよい。また、隣接する基地局を意識せずに、希望波
ビームエリアの基地局（２０１－１）のビームエリア以外で、受信電力が最も大きい又は
予め定められた閾値以上のものを第１の干渉ビームエリアとしてもよい。
【００２９】
　ここで、一般的な、ビーム形成を行わない従来の無線通信技術においては、干渉電力は
隣接基地局が出力する単一の電力であったため、希望波電力をＣ、干渉波電力をＩとおい
たときのＣ／ＩからＤＲＣを推定していた。また、ビーム形成を適用した場合における従
来の無線通信技術においては、干渉波電力を最も低い電力、上述のＡＴ１（２１１－１）
の例だと、ＡＰ２（２０１－２）のビームエリア３（２３３）以外のビームの電力を干渉
波電力としてＣ／Ｉを推定し、ＤＲＣを推定した。もしくは、ＡＰ２（２０１－２）の全
ビームの電力全てを、接続する基地局ＡＰ１（２０１－１）に報告していた。
【００３０】
　本実施の形態はこれらの方式とは異なる。本実施の形態においては、最も影響の大きい
ビームエリア（第１の干渉ビームエリア）の干渉がある場合と、それよりも干渉が小さい
場合又は干渉が無い場合との２つのＣ／Ｉを推定し、２つのＤＲＣを求めて基地局に要求
する。すなわち、ＡＰ２のビームエリア３（２３３）が有ることを前提としたＣ／Ｉから
ＤＲＣ１を求める。さらに、ＡＰ２のビームエリア３（２３３）が無いことを前提とした
Ｃ／ＩからＤＲＣ２を求める。例えば、第１の干渉ビームエリア以外のビームエリア（第
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２の干渉ビームエリア）からの干渉がある場合のＣ／ＩからＤＲＣ２を求める。
【００３１】
　例えば、ＡＴ１（２１１－１）は、希望波ビームエリアの基地局のビームエリア以外で
、個別パイロット信号の受信電力が、第１の干渉ビームエリアの個別パイロット信号の受
信電力の次に大きいビームエリアを第２の干渉ビームエリアとする。なお、ＡＴ１（２１
１－１）は、希望波ビームエリアの基地局のビームエリア以外で、個別パイロット信号の
受信電力が、予め定められた第３の閾値以上の中で、最小の又は該当するうちのひとつの
ビームエリアを第２の干渉ビームエリアとしてもよい。また、ＡＴ１（２１１－１）は、
第１の干渉ビームエリアの基地局のビームエリアであって、かつ、第１の干渉ビームエリ
ア（例えば図１のビームエリア２３３）から所定角度以内の複数のビームエリア（例えば
図１のビームエリア２３２～２３４）の中で、個別パイロット信号の受信電力が最小のビ
ームエリアを第２の干渉ビームエリアとしてもよい。
【００３２】
　そして、ＡＴ１（２１１－１）は、自己の接続する基地局ＡＰ１のビームエリア３配下
に位置するという情報（自局エリア選択番号）と、ＡＰ２のビームエリア３（２３３）が
影響の大きい干渉電力であるという情報（干渉エリア番号）を報告するとともに、それら
２つのＤＲＣ値（ＤＲＣ１、ＤＲＣ２）を所望基地局ＡＰ１（２０１－１）に要求する（
処理１０４）。
【００３３】
　一方、ＡＰ１（２０１－１）は、ネットワークから該ＡＴ１（２１１－１）向け下りパ
ケットデータを受信する（処理１０５）と、一旦データをキューイングする（処理１０６
）。次に、隣接基地局とスケジューリング情報を共有することで、該ＡＴに適したスケジ
ューリングを行う（処理１０８）。具体的には、ＡＰ１（２０１－１）は、ＡＴ１（２１
１－１）がビームエリア３（２２３）配下に位置し、隣接ＡＰ２（２０１－２）のビーム
エリア３（２３３）が干渉となっていることを、処理１０４におけるＡＴ１（２１１－１
）からの報告により知っている。従って、例えばＡＰ２（２０１－２）が、ビームエリア
３（２３３）にスケジューリングしないスロットをまず探す。
【００３４】
　ここで、基地局間でビームスケジュール情報を共有する従来の無線通信技術においては
、干渉が発生しないスロットを選択するために、全スロットが干渉となるような条件下に
おいては該ＡＴへの割当は行わなかった。しかし本実施の形態においてはこれらの方式と
は異なる。本実施の形態においては、全スロットが干渉となるような条件下においても該
ＡＴへスケジューリングを割り当てることを除外しない。しかしながら、干渉が発生して
しまうために従来のような方法ではパケットロスが発生してしまうが、本実施の形態では
干渉ありを前提としたＤＲＣ１を適用することでパケットロスを回避することが可能であ
る。
【００３５】
　すなわち、所望基地局ＡＰ１（２０１－１）は、隣接基地局ＡＰ２（２０１－２）とス
ケジューリング情報を共有し（処理１０８）、該ＡＴ１（２１１－１）が干渉を受けるビ
ーム３（２３３）が送出されるスロットにおいてはＤＲＣ１を選択し、一方、ビーム３（
２３３）が送出されない場合にはＤＲＣ２を選択する（処理１０９）。そして、ＡＰ１（
２０１－１）は、選択したレートを用いてパケットデータを変調し、パケットをＡＴ１（
２１１－１）に送信する（処理１１０）。ＡＴ１（２１１－１）は、受信したデータをＤ
ＲＣ１とＤＲＣ２の両方で復調・復号し、復号が成功したデータパケットを利用（出力）
する（処理１１１）。復号が成功したか否かは、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａ
ｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）により判別できる。例えば、正常に復号されたかどうかを示すフラ
グにより判別する。
【００３６】
　これにより、干渉が発生する場合においてスケジューリング率が著しく低下することを
回避し、なおかつ妥当なレートを選択することで、パケットロスが発生しない適切なスル



(10) JP 4673778 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

ープットを得ることが可能となる。
【００３７】
　図３は、本実施の形態において、隣接する基地局が共有するビームスケジュール情報の
イメージを示した図である。すなわち、図２のシーケンス図における処理１０８において
、隣接する基地局同士が共有する情報のイメージを示した図である。図は左から右に向か
って時間の経過を示す。スロット時間（３２１）は左から右に向かって１スロット毎に＋
１されるスロット番号（３２２）である。例えばＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯにお
いては、非特許文献１の規格において、１９８０年１月６日０時０分０秒をスロット０と
おいた時の累計スロット時間をＣＤＭＡシステム時間としている。あるいは、これをあら
かじめ規定したスロット数、例えば６００スロットで巡回する相対スロット番号とおいて
もよい。いずれにしても隣接する基地局同士で同期可能な時間単位とする。共有するビー
ムスケジュール情報は、各基地局が割当を行うビームエリアをスロット毎に格納する。
【００３８】
　図３の例では、ＡＰ１（２０１－１）が割り当てるスロット毎のビームスケジューリン
グ情報（３１１－１）は、時間（Ｎ－２）から（Ｎ＋２）に渡って１スロットおきにビー
ムエリア２（２２２）をスケジューリングし、時間（Ｎ－１）から（Ｎ＋３）に渡って１
スロットおきにビームエリア３（２２３）をスケジューリングしている例を示す。また、
ＡＰ２（２０１－２）が割り当てるスロット毎のビームスケジューリング情報（３１１－
２）は、時間（Ｎ－２）から（Ｎ＋２）に渡ってビームエリア３（２３３）をスケジュー
リングし、時間（Ｎ＋３）において空きスロットとなっていることを示す。
【００３９】
　ここで、（Ｎ＋１）のスロットについて考える。（Ｎ＋１）のスロットでは、例えば、
ＡＰ２（２０１－２）においてはビームエリア３（２３３）をスケジュールする。なぜな
ら、図１の例においてＡＰ２（２０１－２）に接続する無線端末はビームエリア３（２３
３）配下のＡＴ３（２１１－３）のみしかいないためである。一方、ＡＰ１（２０１－１
）においては、ＡＴ１（２１１－１）が位置するビームエリア２（２２２）、もしくはＡ
Ｔ２（２１１－２）が位置するビームエリア３（２２３）のいずれかを選択可能である。
この条件下において、スケジュール情報を共有して無線端末のスケジューリングを行う従
来の無線通信技術では、必ずＡＴ２（２１１－２）を選択した。なぜならＡＴ１（２１１
－１）を選択するとＡＰ１（２０１－１）のビーム３（２２３）と、ＡＰ２（２０１－２
）のビーム３（２３３）が干渉しあうためである。しかしそうするといつまでもＡＴ１（
２１１－１）の割当が発生せず、スループットが著しく低下するという課題があった。
【００４０】
　しかし本実施の形態においては異なる。本実施の形態では、干渉が発生する（Ｎ＋１）
のスロットにおいてもＡＴ１（２１１－１）を割り当ててよい。なぜなら、ＡＴ１（２１
１－１）よりあらかじめ干渉が有る（又は大きい）ことを前提とした下り送信レートＤＲ
Ｃ１と、干渉が無い（又は小さい）ことを前提とした下り送信レートＤＲＣ２の二つを要
求されるからである。ＡＰ１（２０１－１）は、干渉が発生する（Ｎ＋１）のスロットに
おいてはＤＲＣ１を選択し、一方、干渉が発生しない（Ｎ＋３）のようなスロットにおい
てはＤＲＣ２を選択する。これにより、干渉下においても著しいスループット低下を回避
し、適切な下り送信レートでの通信が可能となる。
【００４１】
　図４は、本実施の形態において、無線端末２１１が基地局２０１に報告・要求するフィ
ードバック情報の要素を示した図である。すなわち、図２のシーケンス図における処理１
０４において、無線端末２１１が基地局２０１に送信する情報である。情報は、例えば４
つの要素を含む。すなわち、自己の接続する基地局のエリア番号（４０１－１）と、隣接
する基地局の干渉エリア番号（４０１－２）と、干渉有りを前提とした下り送信レート要
求値（４０１－３）と、干渉無しを前提とした下り送信レート要求値（４０１－４）であ
る。なお、エリア番号以外にも、エリア又はビームを識別する適宜の識別情報を用いても
よい。図１に示すＡＴ１（２１１－１）がＡＰ１（２０１－１）に報告する例においては
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、自己の接続する基地局のエリア番号（４０１－１）はビームエリア３（２２３）、隣接
する基地局の干渉エリア番号（４０１－２）はビームエリア３（２３３）、干渉有りを前
提とした下り送信レート要求値（４０１－３）はＤＲＣ１、干渉無しを前提とした下り送
信レート要求値（４０１－４）はＤＲＣ２である。
【００４２】
　ここで、スケジュール情報を共有して無線端末のスケジューリングを行う従来の無線通
信技術では、下り送信レート要求値は１つのみであったか、あるいは、要求レート値の変
わりに隣接する基地局の全てのビーム受信電力値を送信していた。下り送信レート要求値
が１つのみであった従来方式と比較すると、本実施の形態においてレート要求値を２つに
することでフィードバック量が増えることとなるが、要求レート値は通常数ビット程度で
あり、上り回線を圧迫するには至らない。また、別の従来方式である、隣接する基地局の
全てのビーム受信電力値を送信した従来方式の場合、それぞれの電力値というのは浮動小
数点３２ビットか、あるいは固定小数点にした１６ビットないし８ビットであり、これを
ビームエリア数だけ倍にしたデータ量となるため、上り回線を圧迫した。これに比較し本
実施の形態においては下り送信レート要求値の数ビットが増えるだけであり、上り回線を
圧迫しないという利点がある。
【００４３】
　図５は、本実施の形態の基地局（２０１）の構成図である。
　基地局（２０１）は、アレーアンテナ（５２０）と、高周波部（５２１）と、上りビー
ム制御部（ＲＬＢＦ）（５０４）と、復調器（ＤＥＭ）（５０５）と、下りビーム制御部
（ＦＬＢＦ）（５０８）と、変調器（ＭＯＤ）（５０９）と、スケジューラ部（ＳＣＨＥ
Ｄ）（５１０）と、ネットワークインタフェース部（ＮＷ）（５１１）とを備える。また
、アレーアンテナ（５２０）は、複数のアンテナ素子（５０１）を有する。高周波部（５
２１）は、デュプレクサ（ＤＵＰ）（５０２）と、受信側高周波回路（ＲＸ）（５０３）
と、送信側高周波回路（ＴＸ）（５０７）を有する。
【００４４】
　まず、基地局（２０１）における上り回線について説明する。無線端末（２１１）から
の上り信号は、アレーアンテナ（５２０）のアンテナ素子（５０１）によって受信され、
高周波部（５２１）のデュプレクサ（ＤＵＰ）（５０２）を通り、受信側高周波回路（Ｒ
Ｘ）（５０３）に入力される。デュプレクサ（ＤＵＰ）（５０２）は、上り受信信号と下
り送信信号の分離を行うもので、例えば、それぞれの信号を選択する帯域選択型フィルタ
で構成されるか、あるいはサーキュレータで構成されることができる。受信側高周波回路
（ＲＸ）（５０３）は、アンテナ素子（５０１）からの信号を増幅、周波数変換等を行っ
て所定の感度にした後、Ａ／Ｄ変換器によりデジタル信号へ変換する。
【００４５】
　アレーアンテナ（５２０）は複数のアンテナ素子（５０１）を備える。例えば、１２素
子アレーアンテナを用いる場合、アレーアンテナ（５２０）は１２個のアンテナ素子（５
０１）を備える。また、１２素子アレーアンテナを用いる場合は、高周波部（５２１）の
デュプレクサ（ＤＵＰ）（５０２）、受信側高周波回路（ＲＸ）（５０３）及び送信側高
周波回路（ＴＸ）（５０７）も各アレーアンテナに対応してそれぞれ１２個備える。従っ
て、この場合、上りビーム制御部（ＲＬＢＦ）（５０４）は、１２個の受信側高周波回路
（ＲＸ）（５０３）より各アンテナ素子（５０１）からの上り信号を入力する。また、下
りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５０８）は、１２個の送信側高周波回路（ＴＸ）（５０７
）に対して下り信号を出力する。
【００４６】
　上りビーム制御部（ＲＬＢＦ）（５０４）は、１２個の受信側高周波回路（ＲＸ）（５
０３）より上り信号を入力し、複数の無線端末（２１１）に対して個別に上りビーム係数
を生成し、ベクトル的に１２個の上り信号を合成することで、それぞれの無線端末（２１
１）に適した方向で受信を行う。あるいは、上りビーム制御部（ＲＬＢＦ）（５０４）は
、複数の無線端末（２１１）に対して全て同じビーム係数によって、１２個の上り信号を
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オムニパターンとして合成し受信を行う。上りビーム制御部（ＲＬＢＦ）（５０４）は、
上記いずれかの方法により合成された上り信号を、復調器（ＤＥＭ）（５０５）に出力す
る。
【００４７】
　復調器（ＤＥＭ）（５０５）は、内蔵される逆拡散器、ＲＡＫＥ合成器、復号器などに
よって無線端末（２１１）毎に上り信号を復調する。さらに、この上りデータ信号は、ネ
ットワークインタフェース部（ＮＷ）（５１１）を介してネットワーク網に送出される。
また、復調器（ＤＥＭ）（５０５）は、復調された上り信号の中に含まれる自局エリア選
択番号（４０１－１）、干渉エリア番号（４０１－２）、二つの下りデータレート要求値
ＤＲＣ１（４０１－３）・ＤＲＣ２（４０１－４）、すなわち無線端末フィードバック情
報（４０１）の一式を、スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）に出力する。スケジュ
ーラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）が入力したこれらの無線端末フィードバック情報（４０
１）は、後述する下りスケジューリング動作に使用される。以上が上り回線についての説
明である。
【００４８】
　次に、基地局（２０１－１）における下り回線について説明する。ネットワークインタ
フェース部（ＮＷ）（５１１）がネットワーク網より入力した下りデータ信号は、スケジ
ューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）に入力される。
【００４９】
　スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）は、各無線端末（２１１）に対して下りデー
タ信号を送信する為にスケジューリング動作を行うが、その動作の一例を次に説明する。
スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）は、復調器（ＤＥＭ）（５０５）より入力され
た無線端末フィードバック情報（４０１）のうち、二つの下りデータレート要求値ＤＲＣ
１（４０１－３）・ＤＲＣ２（４０１－４）を基に、各無線端末（２１１）のスケジュー
リング評価値を算出する。例えば、各無線端末（２１１）毎の下り平均レートＲと、隣接
基地局の最大干渉ビームが無い（又は小さい）ことを前提としたＤＲＣ２（４０１－４）
とを用いたＤＲＣ２／Ｒを評価値としてもよいし、又は、これらの値に加え、隣接基地局
の最大干渉ビームが有る（又は大きい）ことを前提としたＤＲＣ１（４０１－３）とを用
いた（ＤＲＣ１＋ＤＲＣ２）／Ｒを評価値としてもよい。これらの方法は、従来技術で用
いているプロポーショナルフェアネス方式の拡張形である。この評価値が、各無線端末（
２１１）において均等となるようにスケジューリングを行い、それらの無線端末（２１１
）の自局エリア選択番号（４０１－１）を、下りデータ信号を送信する際の放射ビームパ
ターンとする。なお、放射ビームパターンは、例えば、図１のようにあらかじめ定められ
た複数のビームパターンの中から選択することが出来る。この放射ビームパターンを各ス
ロット毎に対応付けて管理する情報を、ビームスケジューリング情報（３１１－１）とす
る。
【００５０】
　次に、スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）は、ネットワーク回線（２４１）を介
して隣接の基地局（２０１－２）とビームスケジュール情報（３１１－１、３１１－２）
を共有する。なお、このネットワーク回線（２４１）は、ビームスケジュール情報（３１
１－１、３１１－２）を共有することを目的とした専用回線でもよいし、あるいは上り・
下りデータ信号を通信するためのネットワーク網と共用してもよい。
【００５１】
　さらに、スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）は、復調器（ＤＥＭ）（５０５）よ
り入力する干渉エリア番号（４０１－２）のうち、前ステップにおいてスケジューリング
した無線端末（２１１）より受信した干渉エリア番号（４０１－２）を参照する。この干
渉エリア番号（４０１－２）と、共有する隣接基地局（２０１－２）のビームスケジュー
ル情報（３１１－２）とを基に、該無線端末（２１１）が、該スケジューリングしたスロ
ットにおいて隣接基地局（２０１－２）から干渉を受けるかどうかを判定する。例えば、
スケジューリングしたスロットにおいて、隣接基地局（２０１－２）が用いるビームエリ
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アの識別情報と、無線端末から受信された第１の干渉ビームエリアの識別情報とが一致す
る場合、干渉を受ける（又は干渉が大きい）と判定し、一方、一致しない場合干渉を受け
ない（又は干渉が小さい）と判定する。
【００５２】
　もしその該スロットにおいて該無線端末（２１１）が干渉を受けない場合、該無線端末
（２１１）が最大干渉ビームを受けないことを前提としたＤＲＣ２（４０１－４）を下り
送信レートに決定する。もしその該スロットにおいて該無線端末（２１１）が干渉を受け
る場合、干渉を受けない別のスロットを検索し、新たにビームスケジューリングをやり直
して、自局のビームスケジュール情報（３１１－１）を更新する。また、空きとなったス
ロットについては前ステップにおいてスケジューリング評価値が次に高い無線端末（２１
１）を選択し、再度ビームスケジューリング情報（３１１－１）を更新する。
【００５３】
　ここで、基地局間でビームスケジュール情報を共有する従来の無線通信技術においては
、干渉が発生しない無線端末（２１１）を選択しようとするために、全無線端末（２１１
）が干渉となるような条件下においては、該スロットにおいて全無線端末（２１１）に対
してデータパケット割り当てを行わなかった。あるいは、該無線端末（２１１）にとって
の干渉が発生しないスロットを選択するために、全スロットが干渉となるような条件下に
おいては該無線端末（２１１）への割当は行わなかった。しかし、本実施の形態において
はこれらの方式とは異なる。本実施の形態においては、全スロットが該無線端末（２１１
）にとって干渉となるような条件下に有る場合、または、該スロットにおいて全無線端末
（２１１）が干渉となるような条件下にある場合、該無線端末（２１１）が最大干渉ビー
ムを受けることを前提としたＤＲＣ１（４０１－３）を下り送信レートに決定する。これ
により、干渉が発生する場合においてスケジューリング率が著しく低下することを回避し
、なおかつ妥当なレートを選択することで、パケットロスが発生しない適切なスループッ
トを得ることが可能となる。
【００５４】
　次に、スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０）は、上記決定した放射ビームパターン
に対応するビームパターン番号を下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５０８）に出力する。
なお、ビームパターン番号は、番号に限らず文字、角度などのビーム又はビームの方向を
識別するための適宜の情報を用いることができる。また、スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）
（５１０）は、上記決定した下り送信データレートと、ネットワークインタフェース部（
ＮＷ）（５１１）より入力した該無線端末（２１１）向け下りデータ信号を、変調器（Ｍ
ＯＤ）（５０９）に出力する。
【００５５】
　なお、変調器（ＭＯＤ）（５０９）及び下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５０８）は、
下りデータパケット送信とは独立に、個別パイロット信号を各ビームパターンに向けて送
信する。また、下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５０８）は、個別パイロット信号をビー
ム形成する際、放射ビームパターン番号に従い、Ｗａｌｓｈ直交符号を個別パイロット信
号系列に対して掛ける。これは、無線端末（２１１）がどのビームパターン配下にいるか
を識別するためである。なお、個別パイロット信号の送出について、本実施の形態におい
てはその送出方法は問わない。例えば、各ビームパターンを定期的に巡回して送出する方
法でもよいし、同時に送出する方法でもよい。
【００５６】
　変調器（ＭＯＤ）（５０９）は、入力した下り送信データレートを用いて、内蔵する符
号器、拡散器などによって、下りデータ信号を変調し、個別パイロット信号、ＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）信号などを時分割多重して、下りビーム制
御部（ＦＬＢＦ）（５０８）に出力する。
【００５７】
　下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５０８）は、スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）（５１０
）より入力された放射ビームパターン番号を用いて、変調器（ＭＯＤ）（５０９）により
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時分割多重された下りデータ信号をビーム形成する。下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５
０８）にてビーム形成したそれらの信号は、１２個の下り信号となり、それぞれ１２個の
送信側高周波回路（ＴＸ）（５０７）に対して出力される。それぞれの送信側高周波回路
（ＴＸ）（５０７）は、下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）（５０８）より入力した下り信号
をＤ／Ａ変換器によりアナログ信号に変換後、増幅、周波数変換等を行う。また、送信側
高周波回路（ＴＸ）（５０７）は、変換された下り信号を、デュプレクサ（ＤＵＰ）（５
０２）を介して、アレーアンテナ（５２０）を構成するアンテナ素子（５０１）に出力し
、下り信号がアンテナ素子（５０１）より放射される。以上が下り回線についての説明で
ある。
【００５８】
　図６に、無線端末（２１１）の構成図を示す。
　無線端末（２１１）は、アンテナ部（６０１）と、デュプレクサ（ＤＵＰ）（６０２）
と、受信側高周波回路（ＲＸ）（６０３）と、復調器（ＤＥＭ）（６０４）と、データパ
ケット復号部（６０５）と、有効データパケット選択部（６０６）と、受信品質測定部（
６０７）と、ＤＲＣ推定部（６０８）と、エリア測定部（６０９）と、送信側高周波回路
（ＴＸ）（６１０）と、変調器（ＭＯＤ）（６１１）と、ＰＣインタフェース部（６２０
）とを備える。
【００５９】
　まず、無線端末（２１１）における下り回線について説明する。基地局（２０１－１）
からの下り信号は、アンテナ部（６０１）によって受信され、デュプレクサ（ＤＵＰ）（
６０２）を通り、受信側高周波回路（ＲＸ）（６０３）に入力される。受信側高周波回路
（ＲＸ）（６０３）は、入力した下り信号を増幅、周波数変換等を行って所定の感度にし
た後、Ａ／Ｄ変換器によりデジタル信号へ変換し、復調器（ＤＥＭ）（６０４）に出力す
る。復調器（ＤＥＭ）（６０４）は、内蔵される逆拡散器、ＲＡＫＥ合成器などによって
下り信号を復調し、時分割多重化された復号前の下りデータ信号、個別パイロット信号、
ＭＡＣ信号などに分離する。復調器（ＤＥＭ）（６０４）により分離された復号前の下り
データ信号は、二つのデータパケット復号部（６０５－１、６０５－２）に出力される。
それぞれのデータパケット復号部（６０５－１、６０５－２）は、二つの下り要求レート
（ＤＲＣ１、ＤＲＣ２）によってそれぞれ復号される。二つのデータパケット復号部（６
０５－１、６０５－２）で復号を行う理由は、該無線端末（２１１）が、基地局（２０１
－１）がどちらの送信レートで下り送信データパケットを符号化するか、該当の受信スロ
ットにならないと分からないためである。なお、データパケット復号部（６０５）は必ず
しも物理的に２つ用意する必要は無い。例えば、短時間の間に二つの下り要求レート（Ｄ
ＲＣ１、ＤＲＣ２）で復号を行うことでも代用できる。
【００６０】
　二つのデータパケット復号部（６０５－１、６０５－２）は、それぞれ二つの下り要求
レート（ＤＲＣ１、ＤＲＣ２）で復号した下りデータ信号と、正常に復号できたかどうか
を示すフラグを有効データパケット選択部（６０６）に出力する。なお、正常に復号でき
たかどうかは、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）、すなわち
巡回冗長検査の方法にて判別する。この判別方法については一般的な方法であるためにこ
こでは省略する。なお、基地局（２０１－１）において符号化するのはＤＲＣ１、ＤＲＣ
２のいずれか片方であるので、正常に復号できるのは二つのデータパケット復号部（６０
５－１、６０５－２）のいずれかである。
【００６１】
　有効データパケット選択部（６０６）は、正常に復号できたほうの下りデータ信号を選
択し、その下りデータ信号をＰＣインタフェース部（ＰＣ）に出力し、上位レイヤへと送
信する。また、復調器（ＤＥＭ）（６０４）は、分離された個別パイロット信号を、エリ
ア測定部（６０９）と、受信品質測定部（６０７）とにそれぞれ出力する。
【００６２】
　エリア測定部（６０９）は、入力された各個別パイロット信号、具体的には自己の接続
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する基地局ＡＰ１（２０１－１）が送出する各個別パイロット信号のＷａｌｓｈ直交符号
及び受信電力レベルより、自己が接続する基地局ＡＰ１（２０１－１）のどのエリアに存
在するかを判定し、自局エリア選択番号（４０１－１）として変調器（ＭＯＤ）（６１１
）に出力する。また、エリア測定部（６０９）は、入力された各個別パイロット信号、具
体的には隣接する基地局ＡＰ２（２０１－２）が送出する各個別パイロット信号のＷａｌ
ｓｈ直交符号及び受信電力レベルより、隣接する基地局ＡＰ２（２０１－２）のどのエリ
アから干渉を受けているかを判定し、干渉エリア番号（４０１－２）として変調器（ＭＯ
Ｄ）（６１１）に出力する。
【００６３】
　また、受信品質測定部（６０７）は、入力された各個別パイロット信号、具体的には自
己の接続する基地局ＡＰ１（２０１－１）と、隣接する基地局ＡＰ２（２０１－２）のそ
れぞれが送出する各個別パイロットの各受信品質（例えば、Ｃ／Ｉ）を測定する。例えば
、隣接する基地局ＡＰ２（２０１－２）より受ける干渉のうち、最も影響の大きな干渉を
示すビームエリアの個別パイロット信号電力をＩ成分（干渉成分）に含めた場合のＣ／Ｉ
（第１のＣ／Ｉ）と、最も影響の大きな干渉を示すビームエリアの個別パイロット信号電
力をＩ成分（干渉成分）に含めない場合のＣ／Ｉ（第２のＣ／Ｉ）とを測定し、ＤＲＣ推
定部（６０８）に出力する。
【００６４】
　ＤＲＣ推定部（６０８）は、入力した２つの受信品質（第１のＣ／Ｉ、第２のＣ／Ｉ）
を基に、それぞれのＣ／Ｉを想定した時の下り回線に最も適した２つのデータレート要求
値（ＤＲＣ）を推定し、変調器（ＭＯＤ）（６１１）に出力する。すなわち、第１のＣ／
Ｉより推定した、干渉を受ける（又は大きい）ことを前提としたＤＲＣ１（４０１－３）
と、第２のＣ／Ｉより推定した、干渉を受けない（又は小さい）ことを前提としたＤＲＣ
２（４０１－４）とを、変調器（ＭＯＤ）（６１１）に出力する。なお、ＤＲＣ推定部（
６０８）は、決定したＤＲＣ１、ＤＲＣ２を、データパケット復号部（６０５－１、６０
５－２）に出力してもよい。
【００６５】
　次に、無線端末（２１１）における上り回線について説明する。上位レイヤからの上り
データ信号は、ＰＣインタフェース部（６２０）を通して変調器（ＭＯＤ）（６１１）に
入力される。変調器（ＭＯＤ）（６１１）は、その上りデータ信号と、ＤＲＣ推定部（６
０８）より出力される２つの下りデータレート要求値ＤＲＣ１（４０１－３）、ＤＲＣ２
（４０１－４）と、エリア測定部（６０９）より出力される自局エリア選択番号（４０１
－１）と、干渉エリア番号（４０１－２）とを符号多重し、さらに、符号化・拡散し、変
調して上り信号を生成する。送信側高周波回路（ＴＸ）（６１０）は、変調器（ＭＯＤ）
（６１１）により生成された上り信号を入力し、内蔵するＤ／Ａ変換機によりアナログ信
号に変換後、増幅、周波数変換等を行う。変換された信号は、デュプレクサ（ＤＵＰ）（
６０２）を通り、アンテナ部（６０１）より放射される。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　セルラ通信を行う基地局、複数のアンテナを具備するアレイアンテナ型の無線装置、時
分割にビームを形成しパケット送信する基地局、及び、無線通信システムに関する産業に
利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本実施の形態のシステム構成図。
【図２】本実施の形態の流れ図。
【図３】本実施の形態のスケジューリング情報共有イメージ図。
【図４】本実施の形態の無線端末フィードバック情報要素図。
【図５】本実施の形態の基地局装置の構成図。
【図６】本実施の形態の無線端末の構成図。
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【符号の説明】
【００６８】
１０１　ＡＰ２が送出する複数ビームエリアの個別パイロット信号
１０２　ＡＰ１が送出する複数ビームエリアの個別パイロット信号
１０３　ＡＴにて行うエリア選択及び通信レート選択
１０４　ＡＴからの自エリア選択・干渉情報報告及び複数レート要求
１０５　ＮＷからの下りパケットデータ転送
１０６　ＡＰでのデータキューイング
１０８　スケジューリング情報共有動作
１０９　下りレート（ＤＲＣ）選択
１１０　下りパケット送信
１１１　ＡＴにて行う２ＤＲＣのデータ復調、有効パケット選択動作
２０１－１　所望基地局ＡＰ１
２０１－２　干渉基地局ＡＰ２
２１１－１　ＡＰ１配下の無線端末ＡＴ１
２１１－２　ＡＰ１配下の無線端末ＡＴ２
２１１－３　ＡＰ２配下の無線端末ＡＴ３
２２１　ＡＰ１のビームエリア１
２２２　ＡＰ１のビームエリア２
２２３　ＡＰ１のビームエリア３
２２４　ＡＰ１のビームエリア４
２３１　ＡＰ２のビームエリア１
２３２　ＡＰ２のビームエリア２
２３３　ＡＰ２のビームエリア３
２３４　ＡＰ２のビームエリア４
２４１　スケジュール情報共有用ネットワーク回線
３１１－１　ＡＰ１のスロット毎ビームスケジューリング情報
３１１－２　ＡＰ２のスロット毎ビームスケジューリング情報
３２１　スロット時間
３２２　スロット毎に付与されたユニークなスロット時間
４０１　無線端末フィードバック情報
４０１－１　自局エリア番号
４０１－２　他局干渉エリア番号
４０１－３　干渉有りを仮定したときの下り送信レート値
４０１－４　干渉無しを仮定したときの下り送信レート値
５０１　アンテナ素子
５０２　デュプレクサ（ＤＵＰ）
５０３　受信側高周波回路（ＲＸ）
５０４　上りビーム制御部（ＲＬＢＦ）
５０５　復調器（ＤＥＭ）
５０７　送信側高周波回路（ＴＸ）
５０８　下りビーム制御部（ＦＬＢＦ）
５０９　変調器（ＭＯＤ）
５１０　スケジューラ部（ＳＣＨＥＤ）
５１１　ネットワークインタフェース部（ＮＷ）
５２０　アレーアンテナ
５２１　高周波部
６０１　アンテナ部
６０２　デュプレクサ（ＤＵＰ）
６０３　受信側高周波回路（ＲＸ）
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６０４　復調器（ＤＥＭ）
６０５　データパケット復号部
６０６　有効データパケット選択部
６０７　受信品質測定部
６０８　ＤＲＣ推定部
６０９　エリア測定部
６１０　送信側高周波回路（ＴＸ）
６１１　変調器（ＭＯＤ）
６２０　ＰＣインタフェース部（ＰＣ）
 

【図１】 【図２】
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